
奈良教育大学 

-40- 

Ⅱ 目的 
 
 本学は、学則第 16 条（大学の目的）において、「学芸の理論とその応用とを教授研究し、高い知性と豊かな

教養とを備えた人材、特に有能な教育者を育てるとともに、この地方に特色のある文化の向上を図ることを目的

とする。」と、目的を規定している。 

また、中期目標の「大学の基本的な目標」前文に、「創立以来の学問・学芸を尊ぶ学風を継承し、高い知性と

豊かな教養を備えた人材、とりわけ人間形成に関する専門的力量を備えた有能な教育者を育てることを使命とす

る。」と、本学の使命を記載している。 

  

〔学士課程〕 

本学の使命を実現するため、学士課程においては、学校教育に関わる多様な資質と教育の現代的課題に応え得

る教育実践力を備えた初等中等教育教員を養成するとともに、生涯学習社会における広い意味での教育者、国際

化・環境・情報・芸術・文化等の教育の多様なニーズに対応する専門的職業人を育成する。 

 この育成を目指して、本学教育学部には、学校教育教員養成課程及び総合教育課程の２課程を設置している。

次に、それぞれの課程ごとの目的を示す。 

① 学校教育教員養成課程 

学校教育教員養成課程は、小学校、中学校、幼稚園、養護学校という学校種別の枠を越えて、幼児・児童

・生徒の発達を基軸にすえた幅広い実践的指導力をもった教員を養成する課程であり、主に次の４つの力

量の形成を目指す。 

     ・ 義務教育を幅広く見渡し、学校種に柔軟に対応できる教育的力量 

     ・ 授業・教育指導のための実践的力量 

     ・ 問題をかかえる子どもたちに対する臨床的力量 

     ・ 現代的課題への積極的な対応力 

 ② 総合教育課程 

総合教育課程は、21 世紀にふさわしい学際性と総合教育的視野をもって、学生の豊かな感性と資質・能

力を培う新時代対応型の教育を展開する。今日の、多様で広域的、かつ緊急な課題や要請に対し、それに

応えられる思考能力や専門知識と技術を修得し、表現能力や創造的精神の旺盛な学生を育成することを目

指す。 

 この教育目的の実現に向けて、学士課程においては、とりわけ教育の成果及び教育内容に関する目標として次

のことを掲げ、中期目標期間内（平成 16年度から 21年度）にこれらを達成すべく取り組んでいる。 

 (1) 教育の成果に関する目標 

・ 学士課程全体を通して、幅広く深い教養と、基礎的な専門的知識・技能を習得させる。 

・ 教科の教育に関する基礎的知識と技能等を習得させるとともに、わかる授業や適切な生徒指導ができ、

子どもの学ぶ意欲を高める豊かな人間性を備えた、教育の理論と実践が統合された専門的能力を有した

教員を養成する。 

・ 社会の多様な変化に対応した学際的分野で、専門基礎を身につけ、積極的に活躍する人材を育成する。 

 (2) 教育内容等に関する目標 

・ アドミッション・ポリシーに関して、自ら学ぼうとする積極的な意欲、物事を多面的に捉えることので

きる幅広い基礎学力を備えていることを基本とする。 

・ 教育理念や教育目標に即した、教育課程の見直しと改善を行う。 

・ 課題解決能力、コミュニケーション能力等を高めるとともに、自主的・主体的な学習を促す授業形態や
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学習方法を推進する。 

・ 小規模大学、少人数教育の利点を生かした授業方法の活用を図る。 

・ 授業の目的を明示し、明確な評価基準にもとづく成績評価を実施する。 

・ 社会人のリカレント教育、リフレッシュ教育、生涯学習の視点に立ち、社会人の受け入れを推進する。

また、歴史文化揺籃の地としての奈良の魅力を広く留学生に伝え、留学生の受け入れを推進する（大学

院課程共通）。 

 

〔大学院〕 

大学院の目的に関しては、学則第 20 条に、「広く教育関係諸科学を研究し、教育実践に関する科学的研究を

深めることによって、豊かな人間性と高度の専門的教養を備え、教育の理論と実践に関する優れた能力を有する

教員及び教育者を養成する」と規定している。すなわち、大学院課程においては、学士課程との連携を図るとと

もに、現職教員及び社会人のリカレント教育を含む高度専門職業人としての、リーダーシップを発揮できる教員

及び教育者の養成を行うものである。 

 この教育目的の実現に向けて、大学院課程においては、とりわけ教育の成果及び教育内容に関する次の目標を

掲げ、中期目標期間内にこれらを達成すべく取り組んでいる。 

 (1) 教育の成果に関する目標 

・ 学校教育の高度化と多様化に応えるため、教育に関する諸科学の理論と実践を教授研究し、教育実践を

視野に入れた、より高度な専門的力量をもった高度専門職業人としての教員及び教育者の養成をめざす。

また、現職教員に対する大学院教育の一層の充実を図る。 

 (2) 教育内容等に関する目標 

・ アドミッション・ポリシーに関して、学士課程教育で修得した基礎的・専門的知識・技能が定着してい

るとともに、教育に関する問題意識と研究への意志及び自己向上意欲を備えていることを基本とする。

また、現職教員にあっては、教育実践に内在する課題意識とその解決への意欲を有することを基本とす

る。 

・ 高度専門職業人養成及び現職教員研修の視点を踏まえた教育内容の充実を図り、系統的カリキュラムを

編成する。 

・ 教育に関する専門的知識・技能の定着とその応用、教材開発及び教育実践分析等に関する力量形成に寄

与する、学習者参加型の授業形態、学習方法を推進する。 

・ 授業の目的を明示し、明確な評価基準にもとづく成績評価を実施する。 

 

 さらに、学士・大学院両課程ともに、教育の実施体制等に関する目標として、 

・ 教育研究の理念・目標に沿った教育組織を編成すること 

・ 良好な授業環境と自習環境の充実を図り、情報ネットワークを整備・活用すること 

・ 教育に関する点検・評価を実施し、当該評価結果のフィードバックを行い、教育の質の改善を図ること 

を掲げている。また、学生への支援に関する目標として、充実した生活環境の整備、学生の立場に立ってサポー

トする学習支援システムの整備を行うことも掲げている。 

 

〔専攻科〕 

特殊教育特別専攻科の目的に関しては、学則第 21 条に、「特殊教育の充実に資するため、主として現職教員

を対象として、精深な程度において特殊教育に関する専門の事項を教授し、特殊教育の分野における資質の優れ

た教育者を養成する」と規定している。 

(3) 




